
証券コード 2137
　

平成26年６月12日
　

株 主 各 位
　

札幌市南区真駒内緑町一丁目１番地１
　

株式会社光ハイツ・ヴェラス
代表取締役社長 森 千 恵 香

第28回定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第28回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご
出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用
紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年６月26日（木曜日）午後５時まで
に折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

１．日 時 平成26年６月27日（金曜日）午前10時
２．場 所 札幌市中央区北４条西４丁目１番

札幌国際ビル ８階 国際ホール
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第28期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）

事業報告および計算書類の内容報告の件
決 議 事 項
第１号議案 取締役３名選任の件
第２号議案 監査役２名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類ならびに事業報告および計算書類に修正が生じた場合は、
インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.varus.co.jp）に掲載さ
せていただきます。

― 1 ―



（提供書面）
　

事 業 報 告

(平成25年４月１日から)平成26年３月31日まで
　

１．会社の現況
（1）当事業年度の事業の状況
① 事業の経過および成果

当事業年度におけるわが国経済は、政府の経済政策を背景に、円安や株価の
上昇傾向が続き、緩やかな景気の回復基調となりました。しかし、海外景気の
下振れリスクや消費税増税後の景気後退が懸念され、先行き不透明な状況が続
いております。
当社の事業環境としましては、平成23年10月に制度化された「サービス付き

高齢者向け住宅」（以下「サ付き住宅」という）は、住宅供給促進支援措置とし
て新設住宅には補助金交付制度や、税制優遇等の供給促進策が後押しとなり、
事業年度末迄に北海道内で約280施設、10,400室超の登録がされております。
その内開設済みの施設は約240施設8,700室に上りました。また、当事業年度
内において新規開設されたサ付き住宅は、北海道内で約100施設、3,700室と
なり、札幌市内においては約40施設1,700室が開設されました。これら、サ付
き住宅の急速な開設は、介護職員の獲得競争に発展し、人材確保は困難な状況
となっております。業種を問わず人材不足は全国的な問題に発展しており、高
齢者介護事業は入居者確保だけでなく、人材獲得も含めて益々競争が激化いた
しました。
このような状況のもと、当社は平成25年４月25日に当社の介護付有料老人ホ

ーム６施設にかかわる不動産を、ＩＨＣ Ｊａｐａｎ Ｆｉｒｓｔ 特定目的会社
に譲渡し、同時に同社との間で30年間の普通建物賃貸借契約を締結いたしまし
た。これにより当社の懸案でありました財務基盤の強化、安定を実現すると共
に不動産勘定のオフバランスにより、不動産保有に伴う減損処理のリスクの問
題を解消することができました。
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不動産の流動化に伴い、当事業年度におきましては６施設の支払賃料が発生
したことにより、売上原価が前事業年度比377百万円増加し、営業利益が同
288百万円減少しましたが、所有不動産に係る費用負担の減少および不動産の
譲渡益163百万円並びに建物に係る修繕引当金の取り崩し益318百万円を特別
利益として計上いたしました。
当事業年度における営業活動につきましては、札幌市内の入居一時金方式の

介護付有料老人ホーム６施設（光ハイツ・ヴェラス５施設およびヴェラス・ク
オーレ山の手、全819室）、月額家賃方式の住宅型有料老人ホーム１施設(ヴェ
ラス・クオーレ札幌北、126室)、および小樽市のサ付き住宅１施設（ヴェラ
ス・クオーレ小樽、59室）の個々の特徴を生かし、新規入居契約の推進に全社
を挙げて取り組みました。その結果、全施設平均の期末入居率は96％を確保す
ることができました。
以上の結果、当事業年度における売上高は3,263百万円（前事業年度比2.6％

増）となり、営業利益495百万円（同36.8％減）、経常利益467百万円（同
35.5％減）、当期純利益539百万円（同38.2％減）となりました。

　
② 設備投資の状況

当事業年度中に実施いたしました当社の設備投資はございません。
　

③ 資金調達の状況
当社は運転資金として短期借入金２億円の借入を行っております。

　
　
（2）直前３事業年度の財産および損益の状況

　

区 分 第 ２５ 期
（平成23年３月期）

第 ２６ 期
（平成24年３月期）

第 ２７ 期
（平成25年３月期）

第 ２８ 期
（当事業年度）
（平成26年３月期）

売 上 高 (百万円) 2,874 3,213 3,181 3,263

当 期 純 利 益 (百万円) 322 218 873 539

１株当たり当期純利益 (円) 15,414.81 10,474.10 41,812.73 258.24

総 資 産 (百万円) 10,629 10,340 10,544 8,927

純 資 産 (百万円) 1,218 1,437 2,310 2,829

１株当たり純資産額 (円) 58,315.38 68,799.05 110,613.78 1,354.40
（注）当社は平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。

これに伴い当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益およ
び１株当たり純資産額を算定しております。
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（3）重要な親会社および子会社の状況
① 親会社の状況

当社には親会社はありません。
② 重要な子会社の状況

当社には子会社はありません。
　
（4）対処すべき課題

当社は、以下の経営方針を定め、取り組んでまいります。
① 経営の基本方針

当社は、北海道の有料老人ホーム業界におけるリーディングカンパニーとし
て、創業当初からの「人生100年の理想郷づくり」という経営理念のもとに、
ご高齢者が快適に、終生お住まいいただける良質な住宅、生活支援、医療との
連携が取られた介護サービスを提供する事業を通して、地域の高齢社会への貢
献度の高い事業を展開します。当社は法令を遵守し、ご入居者とともに施設の
円滑な運営を行い、ご入居者に安心してお住まいいただけるよう、健全な財務
体質の構築とその強化に努めます。

　
② 目標とする経営指標

当社は、ご入居者に終生安心してお住まいいただけるよう、また、より安定
した経営を継続していくため、施設の平均入居率は95％以上を確保することを
経営指標としております。また、ご入居者の高齢化の進行により、介護居室の
確保の課題があります。そのため、１年に1棟のペースで新施設を開設すること
を目指します。それにより介護居室を確保するとともに、当社の施設運営規模
の安定的な拡大を図ります。

　
③ 中長期的な会社の経営戦略

当社は、ご高齢者が安心してお住まいいただける住まいの提供を通じて高齢
社会に貢献しながら、継続して成長し続けるため、以下の取り組みを行ってま
いります。
ア．既存施設の空室の入居促進に全社を挙げて取り組み、全施設平均95％以上
の入居率確保を目指します。

イ．介護付有料老人ホームは、札幌市の規制緩和後積極的に開設するべく、準
備してまいります。
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ウ．定員50名から100名規模の高齢者向け住宅を、「光ハイツ・ヴェラス」ま
たは「ヴェラス・クオーレ」シリーズとして、１年に１棟のペースで開設を
進めます。新施設は入居一時金方式および月額家賃方式とし、居宅介護事業
所を併設します。

エ．医療と介護の連携体制を強化し、ご入居者の安心と安全の強化された施設
運営体制をつくります。

オ．既存施設ご入居者の高齢化に伴うニーズにお応えするため、介護居室の増
設を行います。

カ．効率的な施設運営に取り組み、コストコントロールを推進します。
　

④ 対処すべき課題
ア．経営の健全性の確保

当社の経営基盤強化の達成目標として、繰越利益剰余金の健全化を掲げて
おりましたが、当事業年度において実施いたしました不動産流動化により、
財務基盤を強化いたしました。当事業年度末で1,188百万円と繰越利益を計
上しましたが、当社は引き続き次事業年度も安定的な収益の確保に努めてま
いります。

　
イ．優秀な人材の確保

当社が、北海道の有料老人ホーム業界におけるリーディングカンパニーで
あり続けるためには、ご入居者への良好なサービス提供をベースにし、全施
設における介護の質の向上と医療との更なる連携強化に対応できるようレベ
ルアップが課題です。そのためには、優秀な人材の確保と育成が必要不可欠
です。サ付き住宅の急増、それに伴う居宅介護事業所の増加などにより、介
護担当の人材の確保が大変に厳しい状況が続くものと思われます。人材確保
が難しい中で質の高い人材の採用を積極的にすすめるために、介護職員の処
遇改善や、労働環境の整備、魅力ある職場作りと風通しのよい人間関係の構
築という社内環境整備が問われております。また、各種研修の実施、資格取
得のサポート、社内での事例研究発表会の実施や社外での発表の場への積極
参加など、組織的な研修体制を組み、情報共有および全体でのレベルアップ
を図っております。
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（5）主要な事業内容（平成26年３月31日現在）
　

主要事業内容
有料老人ホームの設置、運営、管理
介護保険法に基づく居宅介護サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型サービス事業
サービス付き高齢者向け住宅の設置、運営、管理
　
（6）主要な営業所（平成26年３月31日現在）

　

名 称 所 在 地
本 社 北海道札幌市南区
光 ハ イ ツ ・ ヴ ェ ラ ス 石 山 北海道札幌市南区
光 ハ イ ツ ・ ヴ ェ ラ ス 月 寒 公 園 北海道札幌市豊平区
光 ハ イ ツ ・ ヴ ェ ラ ス 藤 野 北海道札幌市南区
光 ハ イ ツ ・ ヴ ェ ラ ス 琴 似 北海道札幌市西区
光 ハ イ ツ ・ ヴ ェ ラ ス 真 駒 内 公 園 北海道札幌市南区
ヴ ェ ラ ス ・ ク オ ー レ 小 樽 北海道小樽市
ヴ ェ ラ ス ・ ク オ ー レ 山 の 手 北海道札幌市西区
ヴ ェ ラ ス ・ ク オ ー レ 札 幌 北 北海道札幌市北区
　
（7）使用人の状況（平成26年３月31日現在）

　

使 用 人 数 前事業年度使用人数 増 減 数 平 均 年 齢 平 均 勤 続
年 数

232(60)名 250(62)名 18名減 49.1歳 5.1年
　

（注）１．使用人数は就業人数であり、常用パートを含んでおります。
２．使用人数欄の（外書）は臨時使用人の年間平均雇用人員数（１日８時間換算）であります。

　
（8）主要な借入先の状況（平成26年３月31日現在）

（単位：千円）
　

借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 関 西 ア ー バ ン 銀 行 68,000
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（9）その他会社の現況に関する重要な事項
当社は、平成25年４月25日、当社の所有する介護付有料老人ホーム６施設の固
定資産の譲渡並びに建物賃貸借契約の締結を取締役会で決議し、同日、IHC
Japan First特定目的会社に売却譲渡し、同時に同社との間で建物賃貸借契約を締
結しました。

　
２．株式の状況（平成26年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 3,096,000株

（2）発行済株式の総数 2,089,200株

（3）株主数 419名
　
（4）大株主

　

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

藤 井 伸 一 1,364,700株 65.33％

株 式 会 社 保 健 科 学 研 究 所 92,500株 4.43％

日 本 給 食 サ ー ビ ス 株 式 会 社 64,000株 3.06％

ア ム ス ・ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 株 式 会 社 60,700株 2.91％

渡 邊 勲 46,200株 2.21％

岩 倉 建 設 株 式 会 社 43,000株 2.06％

川 島 卓 也 30,000株 1.44％

松 井 証 券 株 式 会 社 28,500株 1.36％

フ ォ ー ク 株 式 会 社 24,000株 1.15％

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 23,700株 1.13％
　

（注）自己株式は所有しておりません。

（5）その他株式に関する重要な事項
平成25年５月30日開催の取締役会決議により、平成25年10月１日付で普通株
式１株につき100株の割合で株式分割いたしました。これに伴い、発行可能株式
総数は3,065,040株増加し、3,096,000株となり、発行済株式総数は2,068,308
株増加し、2,089,200株となっております。
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３．新株予約権等の状況
該当事項はありません。

　
４．会社役員の状況
（1）取締役および監査役の状況（平成26年３月31日現在）

　

会社における地位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 森 千恵香 全統括
株式会社とんでん代表取締役

取 締 役 大 堀 まさ子 執行役員
ヴェラス・クオーレ山の手 支配人

取 締 役 藤 井 伸 一 株式会社とんでん取締役

常 勤 監 査 役 神 谷 康 弘

監 査 役 板 倉 暢 宏 板倉公認会計士事務所長
公認会計士・税理士

監 査 役 山 口 貴 嗣 真駒内クリニック院長
　

（注）１．取締役藤井伸一氏は、社外取締役であります。
２．監査役板倉暢宏氏および山口貴嗣氏は、社外監査役であります。
３．当社は、監査役板倉暢宏氏を札幌証券取引所の定めに基づく独立役員とし、同取引所に届け
出ております。

４．監査役板倉暢宏氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知
見を有しております。

　
（2）事業年度中に退任した監査役

　

氏 名 退 任 日 退 任 事 由 退任時の地位・担当および
重 要 な 兼 職 の 状 況

坂 本 展 隆 平成25年６月27日 辞任 常勤監査役
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（3）取締役および監査役の報酬等の総額
（単位：千円）

　

区 分 支 給 人 員 支 給 額
取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

３名
(１)名

20,054
（4,800）

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

４名
(２)名

9,655
（2,400）

合 計
（う ち 社 外 役 員）

７名
(３)名

29,709
（7,200）

　

（注）１．取締役の報酬限度額は、平成18年６月23日開催の第20回定時株主総会において年額
80,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

２．監査役の報酬限度額は、平成18年６月23日開催の第20回定時株主総会において年額
15,000千円以内と決議いただいております。

３．上記の支給額には、当事業年度における役員退職慰労金の繰入額として取締役２名に対する
2,276千円、監査役２名に対する349千円が含まれております。

　
（4）社外役員に関する事項
① 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法

人等との関係
ア．取締役藤井伸一氏は株式会社とんでんの取締役を兼務しております。当社
との間には特別な関係はございません。

イ．監査役板倉暢宏氏は板倉公認会計士事務所の公認会計士・税理士を兼務し
ております。当社との間には特別な関係はございません。

ウ．監査役山口貴嗣氏は真駒内クリニックの院長をしております。当社との間
には特別な関係はございません。

　
② 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法

人等との関係
上記３氏とも該当ありません。
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③ 当事業年度における活動状況
取締役会および監査役会への出席状況および発言状況

　

活 動 状 況

取 締 役 藤 井 伸 一

当事業年度に開催された取締役会26回全てに出席いたしまし
た。主に事業運営面、医療・介護の分野から意見を述べるなど、
積極的な経営参画をしました。取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための助言・提言を行っております。

監 査 役 板 倉 暢 宏

当事業年度に開催された取締役会26回のうち14回に出席し、監
査役会14回全てに出席いたしました。主に税務・法務や財務経
理面に関して意見を述べるなど取締役会および監査役会におい
て意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行
っております。

監 査 役 山 口 貴 嗣

当事業年度に開催された取締役会26回のうち15回に出席し、監
査役会14回全てに出席いたしました。主に医療・介護の分野か
ら意見を述べるなど、積極的な経営参画をしました。取締役会
および監査役会において意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための助言・提言を行っております。

　
④ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役ならびに各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に
基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま
す。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役藤井伸一氏および監査役

板倉暢宏氏ならびに監査役山口貴嗣氏ともに法令の定める最低責任限度額であ
ります。
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５．会計監査人の状況
（1）名称 監査法人銀河
　
（2）報酬等の額

　

支払額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 15,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 15,000千円
　

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当
事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　
（3）会計監査人の解任または不再任の決定方針

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると
判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、監査役会の請求に基づ
いて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといた
します。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する
と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会にお
きまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制
当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための

体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制として取締役会において次の
とおり決議しております。
（1）取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、コンプライアンス基本方針を制定し、その実践を企業が存続、発展す
る上で不可欠なものと位置づけ、企業活動において求められるあらゆる法令等の
遵守はもとより、高い倫理観に則して行動し、公正かつ誠実で透明性の高い企業
活動を遂行します。当社の取締役は、上記方針の実践のため「経営理念」、「倫理
規程」、「コンプライアンス行動規範」および「コンプライアンス行動指針」なら
びに「反社会的勢力対策規程」に従い、当社における企業倫理の遵守および浸透
に関してリーダーシップを発揮します。社内ではコンプライアンス委員会を置き、
内部統制を推進する組織を設置するとともに、コンプライアンス体制の構築およ
び運用を行います。

　
（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は法令・社内規定に基づき、取締役の職務の執行に係る文書・記録その他
情報を、その保存媒体に応じて①株主総会議事録、②取締役会議事録、③監査役
会議事録の法定作成文書をはじめ、④各委員会・会議等の各議事録、⑤決裁書類
等の取締役の職務執行に係る情報を、関連資料とともに「文書管理規程」に基づ
いて、文書（電磁的記録を含む）により保存します。また、保存部門は適切・確
実に、かつ検索および閲覧可能な状態で保存しており、定められた保存期間を同
規程において定めます。

　
（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、企業価値を高め、企業活動の持続可能な成長を実現することを阻害す
るリスクに対処すべく、「災害対策規程」、「危機管理規程」、「全社的予防リスクマ
ニュアル」および「施設リスクマネージメント会議運営規程」（ＳＲＭ）を設けて
おり、取締役会は、総合リスク管理体制を定めます。これに基づき、横断的リス
ク、各部署、各業務プロセスに潜むリスクを抽出・評価し、優先順位をつけて体
制の整備、対応策の立案を行います。対応策には、リスクを低減・抑制するため
の是正策、リスク発生時の対策および事業継続計画を含めます。さらに事業戦略
立案部門は、事業戦略策定時に想定される事業リスクの抽出評価を行い対応策の
検討を図ります。これらの内容は内部監査規程に基づき内部監査部門が監査にて
確認します。さらに、取締役会で公表し、リスク管理レベルの向上を図ります。
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（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の意思決定の妥当性および執行業務の管理監督・牽制機能を向上するため
取締役のうち一名以上は社外取締役とします。当社では、経営の監督と業務執行
の役割分担を明確にする目的から、執行役員制度を採用します。予算実績管理、
その他、業務執行に関する重要事項の意思決定をするため、幹部会議、執行役員
会を毎月定例的に開催し、業務執行の円滑化を図ります。毎月定例および適宜開
催する取締役会を経営の重要事項、その他意思決定の場とします。当社は経営方
針の徹底のため、短期、中期若しくは長期の経営計画を策定し、これをもとに年
度計画および予算を立案し、各部署、使用人に至るまで方針を展開し、業務計画
を策定、推進する仕組みを構築することにより、取締役の職務の効率化を図りま
す。

　
（5）使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

当社は、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、
「経営理念」、「倫理規程」、「コンプライアンス行動規範」および「光ハイツ・ヴェ
ラス行動規範と行動指針」などを定め、その周知徹底と実践運用を行う体制を構
築します。また、これを維持向上させるため、当社の使用人に対する教育、研修
を行う計画を策定、実施します。さらに、当社はコンプライアンス違反行為の可
能性を削減するため、横断的内部通報制度（「レポートライン」を設置）を設けま
す。使用人の職務の執行が法令、定款に適合することを確実にし、さらに、この
体制を維持向上させるため、内部監査規程に準拠した内部監査、事業所内監査を
実施します。

　
（6）当該株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務
の適正を確保するための体制
当社は単体企業のため、該当する体制はありません。

　
（7）監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合における当該使用
人に関する事項および取締役からの独立性に関する事項
取締役会は監査役と協議のうえ監査役の職務を補助する兼任の使用人を一名配
置することができます。なお、使用人の任命、評価、異動、懲戒等の決定に当た
っては事前に監査役会の同意を得たうえで決定することとし、当該使用人の取締
役からの独立性を確保します。

　

― 13 ―



（8）取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告
に関する体制
取締役および執行役員が担当する業務の執行状況の報告を行う毎月の取締役会、
幹部会議および執行役員会には監査役が出席するほか、業務執行上重要な討議お
よび報告を行う会議には常勤監査役が出席します。また、稟議書、議事録および
業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役および使用人から説明
を聴取します。監査役は、必要に応じて取締役会、幹部会議、執行役員会その他
の会議の場および代表取締役との定期的な意見交換の場で意見を述べるものとし
ます。取締役、執行役員および使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのあ
る事実、その他法令もしくは定款・社内規程（コンプライアンス規程など）に反
する事実を発見したとき、または経営・業績に影響を及ぼす重要な事実について
決定したときは、監査役に報告する体制を敷きます。

　
（9）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は監査が実効的に行われることを確実にするため、代表取締役、その他
取締役および執行役員と定期的な意見交換会を実施するとともに、内部監査部門
および会計監査人と監査計画、監査内容について、情報交換を行うなど相互連携
を図るものとします。なお監査役が取締役会等で意見を述べ、牽制機能が実効的
に働く体制を敷きます。

　
(10)財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

財務報告の信頼性および適正性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部
統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムの構築を行います。
また、その体制が適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うこと
とします。

　
(11)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況

「反社会的勢力対策規程」および「反社会的勢力との断絶方針」を制定し、い
かなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供し
ないことを基本方針とします。反社会的勢力への対応は総務人事部が統括部署と
なり、役職員に周知徹底する他、反社会的勢力が取引先や株主となり、不当な要
求を受ける被害を未然に防ぐよう、適正な企業調査の実施および外部情報等によ
り反社会的勢力に関する情報の早期収集に努めます。また、不当要求等に対して
は、警察や弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し、組織的に対応します。
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７．会社の支配に関する基本方針
当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を

定めており、その内容は以下のとおりです。
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としてのあり方は、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資する者が望ましく、その判
断は最終的には会社の株主様全体の意思に基づき決定されるべきものであると考え
ます。そのためには株主の皆様には十分に情報が提供されたうえで、その適切な判
断がなされる環境を当社が整えるべきであると考えております。
当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる大量買付け行為で

あるか否かについて、株主様がその提案やそれに対する当社の現経営陣の経営方針
等について十分な情報を得たうえで、適切な判断を下すことを好ましいと考えます
し、また、当社の企業価値・株主共同の利益に反するおそれのある大量買付けや株
主による適切な判断が困難な方法で大量買付けを行う者は、当社の財務および事業
の方針の決定を支配する者として適当でないと考えております。
当社は、当社株式の大量買付け行為があった場合、その大量買付者に対して積極

的に情報開示を要求し、株主の皆様が適切な判断を行うため、当社取締役会の意見
および情報と時間の確保に努めると共に、適切な対応を行ってまいります。

　
８．剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主に対する公正な利益還元を経営上重要な課題として位置づけ、業績
の向上に努めると共に、経営基盤および財務体質の強化ならびに将来の事業拡大に
備えた内部留保の充実も勘案しつつ、株主への安定した配当と配当水準の向上に努
めることを基本方針としております。
当社は、平成25年３月期の期末配当を、1株当たり1,000円00銭とし、５期ぶり

に復配いたしました。また、当社は平成25年４月25日に当社の介護付有料老人ホ
ーム６施設にかかわる不動産を流動化し、これにより当社の懸案でありました財務
基盤の強化をすることが出来ました。今後も事業収益力の強化と安定した事業運営
に取り組んでまいります。当社は、直近の事業進捗や今後の事業展開等を総合的に
勘案し、平成26年３月期の期末配当は１株当たり12円00銭（当社は、平成25年
10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。前期（平成
25年３月期）の期末配当金は１株当たり1,000円でありましたが、この度の発表に
おいては株式分割後の株式数で計算し、相当金額を記載しております。）とさせて
いただきます。
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貸 借 対 照 表
（平成26年３月31日現在）

（単位：千円）
　

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
営 業 未 収 入 金
商 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
未収還付法人税等
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 （純 額）
構 築 物 （純 額）
車両運搬具（純額）
工具、器具及び備品（純額）
土 地
リース資産（純額）
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
の れ ん
ソ フ ト ウ エ ア
リ ー ス 資 産
そ の 他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
出 資 金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
長 期 性 預 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

7,487,107
6,862,894
318,069
1,373
81

88,586
69,780
121,967
24,356

1,440,040
756,397
168,238
18,509

21
46,690
313

519,330
3,294
55,426
16,070
270

32,359
6,725

628,215
1,105
309

39,609
48,607
24,187
6,503

132,000
415,503
△39,609

流 動 負 債
短 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 費 用
未 払 消 費 税 等
前 受 金
入 居 金 預 り 金
介 護 料 預 り 金
賞 与 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
リ ー ス 債 務
長期入居金預り金
長期介護料預り金
退 職 給 付 引 当 金
役員退職慰労引当金
そ の 他

1,637,634
68,000
29,514
310,599
16,845
329,375
40,140
727,730
73,972
12,065
29,391

4,459,911
633,910
3,373,133
364,363
46,785
10,831
30,888

負 債 合 計 6,097,546
純 資 産 の 部

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
別 途 積 立 金
繰越利益剰余金

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

2,829,164
686,296
566,296
566,296
1,576,571

3,855
1,572,716
384,000
1,188,716

437
437

純 資 産 合 計 2,829,602
資 産 合 計 8,927,148 負 債 ・ 純 資 産 合 計 8,927,148

　

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(平成25年４月１日から)平成26年３月31日まで
　

（単位：千円）
　

科 目 金 額
売 上 高 3,263,218
売 上 原 価 2,534,072
売 上 総 利 益 729,146

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 233,281
営 業 利 益 495,864

営 業 外 収 益 24,876
受 取 利 息 991
受 取 配 当 金 25
受 取 手 数 料 3,806
受 取 賃 貸 料 17,172
そ の 他 2,880

営 業 外 費 用 53,283
支 払 利 息 41,944
支 払 手 数 料 2,226
長 期 前 払 費 用 償 却 等 7,204
そ の 他 1,908
経 常 利 益 467,457

特 別 利 益 482,061
固 定 資 産 売 却 益 163,231
修 繕 引 当 金 戻 入 益 318,829

特 別 損 失 22,399
訴 訟 和 解 金 3,900
金 利 ス ワ ッ プ 解 約 損 18,499
税 引 前 当 期 純 利 益 927,120
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 5,580
法 人 税 等 調 整 額 382,021
当 期 純 利 益 539,519

　

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成25年４月１日から)平成26年３月31日まで
　

（単位：千円）
　

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

株 主 資 本
合 計資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 686,296 566,296 3,855 384,000 670,088 1,057,943 2,310,537

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △20,892 △20,892 △20,892

当 期 純 利 益 539,519 539,519 539,519

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 518,627 518,627 518,627

当 期 末 残 高 686,296 566,296 3,855 384,000 1,188,716 1,576,571 2,829,164

　
評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 405 2,310,943

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △20,892

当 期 純 利 益 539,519

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 31 31

当 期 変 動 額 合 計 31 518,659

当 期 末 残 高 437 2,829,602
　

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項
（1）資産の評価基準及び評価方法
① その他有価証券
・時価のあるもの 事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定）を採用しております。

・時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。
② たな卸資産の評価基準及び評価方法
・商品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）であります。
・貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）であります。
（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のと
おりであります。
建物 ２年～50年
構築物 ２年～50年
車両運搬具 ２年～10年
器具及び備品 ２年～15年

② 無形固定資産
（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。
・その他の無形固定資産 定額法によっております。
③ リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採
用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー
ス取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引につい
ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ
ております。
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（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
おります。

② 賞与引当金 従業員の賞与支給に充てるため、当事業年度末に在籍してい
る従業員に対する支給見込額のうち当事業年度に属する金額
を計上しております。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務の見込みに基づき、当事業年度末において発生して
いると認められる額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金内規
に基づく事業年度末要支給額を計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準
利用権方式による入居一時金及び介護等一時金の収益計上基準は、入居契約書に従い、入居時に
一定割合を収益計上し、残額を返還する期間の定めに応じて収益計上しております。
入居契約における入居時償却率及び返還対象期間は、以下のとおりであります。
入居時償却率 ５％～15％
一般棟(※１)返還対象期間 ７年～15年
介護専用棟(※２)返還対象期間 ３年～７年
※１ 一般棟とは、入居時に介護を必要としない入居者の居住棟
※２ 介護専用棟とは、日常的に介護を必要とする入居者の居住棟

（5）のれんの償却に関する事項
５年の期間で均等償却をしております。

（6）その他計算書類作成のための基本となる事項
① 有料老人ホーム施設開発に
係る金利の会計処理

大型老人ホーム施設開発については、正常な開発期間中の支
払利息を取得原価に算入しております。なお、当事業年度に
おいて取得原価に算入した支払利息はありません。

② 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理方法は、税抜方式を採用しております。
なお、控除対象外消費税等については、発生事業年度の期間
費用として処理しております。ただし、固定資産に係る控除
対象外消費税等は長期前払費用に計上し、法人税法の規定に
より償却を行っております。
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２．貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産

長期性預金 130,000千円

(注)上記担保資産は物上保証であり、デベロッパーの資金借入に対する預金担保差入（第三者担保）
であります。
　

（2）有形固定資産の減価償却累計額 602,782千円
　
３．株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の総数に関する事項

　

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 20,892株 2,068,308株 － 2,089,200株
　

(注)増加株式数は株式分割によるものです。
　

（2）剰余金の配当に関する事項
① 当事業年度に支払った配当金

決 議 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 １ 株 当 た り
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

平成25年５月15日
取 締 役 会 普通株式 20,892千円 1,000円 平成25年３月31日 平成25年６月28日

　
② 基準日が当事業年度に属する配当の内、配当の効力発生が翌事業年度に属する事項

　

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

平成26年５月14日
取 締 役 会 普通株式 利益剰余金 25,070千円 12.00円 平成26年３月31日 平成26年６月30日

　
４．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取り組み方針
当社は、施設の建設資金等を金融機関からの借入及びリースにより調達しております。また、
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であります。なお、売買目的のための有価証
券の取得は行わない方針であります。
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② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に施設の設備投資に係る資金調
達を目的としており、流動性リスクを伴いますが、月次に資金繰計画を作成するなど返済資金を
十分に確保できる体制を整えております。
投資有価証券は、市場価格及び業績不振による変動リスクを伴いますが、定期的に財務状況を
把握し、保有状況を継続的に見直しております。

　
③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定には変動要因を織り込んでいるため、異なる前提
条件を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（2）金融商品の時価等に関する事項
平成26年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。

　

貸借対照表計上額
(千円) 時価（千円） 差額（千円）

（1）現金及び預金 6,862,894 6,862,894 －

（2）投資有価証券 1,105 1,105 －

（3）長期性預金 132,000 132,020 20

資産計 6,995,999 6,996,020 20

（1）短期借入金 68,000 68,000 －

（2）リース債務 663,424 880,485 217,060

負債計 731,424 948,485 217,060
　

（注）１．リース債務は流動負債と固定負債のリース債務を合算しております。
２．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
（1）現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
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（2）投資有価証券
これらの時価については、証券取引所の価額によっております。
なお、有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する貸借対照表計
上額と取得原価との差額は以下のとおりです。

　

種類 取得原価
(千円)

貸借対照
表計上額
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 株 式 429 1,105 676

合計 429 1,105 676
　

（3）長期性預金
これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の預金に預け入れを行った
場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

負 債
（1）短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。

（2）リース債務
これらの時価について、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合
に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

　

３．金銭債権の決算日後の償還予定額

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 6,862,894 － － －

長 期 性 預 金 － 132,000 － －

合 計 6,862,894 132,000 － －
　

４．長期借入金及びリース債務の返済予定額
１年以内
(千円)

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金 68,000 － － － － －

リース債務 29,514 30,825 32,205 29,918 27,456 513,505

合計 97,514 30,825 32,205 29,918 27,456 513,505
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５．税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

未払事業所税 1,443千円
賞与引当金 4,262千円
社会保険料 613千円
繰越欠損金 68,893千円
その他 2,250千円
繰延税金資産（流動）合計 77,463千円

役員退職慰労引当金 3,826千円
減価償却超過額 46,847千円
退職給付引当金 16,824千円
減損損失 414千円
貸倒引当金 13,994千円
その他 1,171千円
繰延税金資産（固定）小計 83,078千円
評価性引当額 △76,336千円
繰延税金資産（固定）合計 6,742千円

繰延税金資産合計 84,206千円

未収事業税 △7,683千円
繰延税金負債（流動）合計 △7,683千円

その他有価証券評価差額金 △239千円
繰延税金負債（固定）合計 △239千円

繰延税金負債合計 △7,922千円

繰延税金資産の純額 76,283千円

(2) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、
平成26年４月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。こ
れに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26
年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.71％から
35.33％に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が4,850千円減少し、当事
業年度に計上された法人税等調整額が4,850千円増加しております。
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６．リースにより使用する固定資産に関する注記
貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器、設備機器等の一部については、所有権移転外フ
ァイナンス・リース契約により使用しております。

　

（1）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
支払リース料 3,299千円
減価償却費相当額 2,797千円
支払利息相当額 65千円

（2）減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（3）利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ
いては、利息法によっております。

　
７．関連当事者との取引に関する注記
重要性が低いため記載を省略しております。

　
８．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,354円40銭
（2）１株当たり当期純利益金額 258円24銭
（注）当社は平成25年10月１日付で普通株株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりま

す。これに伴い当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額お
よび１株当たり当期純利益金額を算定しております。

　
９．重要な後発事象に関する注記
　 該当事項はありません。
　
10．その他の注記
該当事項はありません。
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計算書類に係る会計監査報告
　

独立監査人の監査報告書

平成26年５月26日
株式会社 光ハイツ・ヴェラス
取締役会 御中

監査法人 銀 河
代表社員
業務執行社員 公認会計士 川 上 洋 司 ㊞
代表社員
業務執行社員 公認会計士 木 下 均 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社光ハイ
ツ・ヴェラスの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第28期事業年度
の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計
算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我
が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないか
どうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査
を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠
を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正
又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基
づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ
た適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針
及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての
計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
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当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公
正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書
に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告
　

監 査 報 告 書
当監査役会は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第28期事業年
度の取締役の職務の執行に関して、各監査役からの監査報告に基づき、審議の上、
本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１、監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状
況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職
務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図
り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要
な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な
事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために
必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整
備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内
部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況
について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしま
した。
事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針につ
いては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検
討を加えました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその
附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務
の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条
各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企
業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を
求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書
について検討いたしました。
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２、監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正
しく示しているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反す
る重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役
の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する
者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められませ
ん。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人銀河の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成26年５月28日
株式会社光ハイツ・ヴェラス監査役会

常勤監査役 神谷 康弘 ㊞
社外監査役 板倉 暢宏 ㊞
社外監査役 山口 貴嗣 ㊞

　
以上
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株主総会参考書類
　
第１号議案 取締役３名選任の件
取締役全員（３名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役３

名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

　

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位および担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社の
株 式 数

１ 森 千恵香
（昭和41年８月８日）

昭和60年４月 欧米自動車工業㈱ 入社

20,000株

平成７ 年７月 欧米自動車工業㈱ 取締役
平成21年６月 当社 代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）
㈱とんでん 代表取締役

２ 大 堀 まさ子
（昭和32年８月15日）

昭和54年４月 美唄労災病院 勤務

－株

平成10年１月 太黒胃腸科病院 勤務
平成14年９月 センチュリー病院 勤務 看護師長
平成17年４月 当社 入社
平成17年11月 当社 光ハイツ・ヴェラス琴似 看護師長
平成21年４月 当社 看護部長
平成21年７月 当社 執行役員（現任） 看護・介護部長
平成22年６月 当社 取締役（現任） 看護・介護担当
平成23年３月 当社 ヴェラス・クオーレ山の手 支配人

（現任）

３ 藤 井 伸 一
（昭和29年４月18日）

昭和62年10月 札幌平岡病院 開業

1,364,700
株

平成５ 年４月 財団法人湯浅記念会 設立
平成６年４月 社会福祉法人栄和会 設立
平成11年12月 社会福祉法人札幌恵友会 入職
平成21年６月 当社 社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
㈱とんでん 取締役

　

（注）１．各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．藤井伸一氏は、社外取締役候補者であります。
３．藤井伸一氏を社外取締役候補者とした理由は、取締役会において当社の経営判断に関し適法
性・妥当性の面から監視し、モニタリング機能を果たしているためであります。また、同氏
は医師として医療法人、社会福祉法人の設立、運営経験から医療・介護の分野に精通してお
り、今後、医療、介護保険に関する対応が重要視される当社の有料老人ホーム事業および高
齢者介護事業に対する積極的な指導助言をいただいているためであります。

４．藤井伸一氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本
総会終結の時をもって５年となります。

５．当社は、藤井伸一氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の
損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、同氏との当該契約を継続す
る予定であります。
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第２号議案 監査役２名選任の件
監査役神谷康弘氏および山口貴嗣氏は本総会終結の時をもって任期満了となります

ので、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

　

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴、 当 社 に お け る 地 位
( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )

所有する当社の
株 式 数

１ 神 谷 康 弘
（昭和29年11月２日）

平成５ 年５月 当社 入社

1,000株

平成７ 年11月 当社 取締役 総務部長兼石山施設長
平成14年４月 当社 取締役 総務部長
平成17年４月 当社 執行役員 管理本部長兼総務人事部

長
平成20年４月 当社 執行役員 管理本部企画広報担当
平成21年６月 当社 企画広報部長
平成25年６月 当社 常勤監査役（現任）

２ 山 口 貴 嗣
（昭和36年９月29日）

昭和62年３月 札幌医科大学医学部卒業

－株

平成３年９月 札幌医科大学大学院医学研究科（博士課
程）修了

平成３年10月 旭川赤十字病院形成外科 勤務
平成４年４月 札幌医科大学形成外科 勤務
平成７年４月 旭川赤十字病院形成外科 勤務
平成７年10月 函館五稜郭病院形成外科 科長
平成21年４月 アイランド札幌形成外科・美容外科クリニ

ック院長
平成22年４月 真駒内クリニック院長（現任）
平成22年６月 当社 社外監査役（現任）

　

（注）１．各監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．山口貴嗣氏は、社外監査役候補者であります。
３．社外監査役候補者の選任理由
(1)山口貴嗣氏を社外監査役候補者とした理由
山口貴嗣氏は医師の資格を持ち、当社の運営する施設内（光ハイツ・ヴェラス真駒内公園
１Ｆ）の真駒内クリニック院長として、当社の運営する各施設のご入居者の健康管理、訪問
診療等を行っております。当社の目指しております医療・介護の充実に向けた施設運営のた
めの有効な助言を期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
(2)社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断する理由について
山口貴嗣氏には、医師として当社施設運営における、医療・介護の充実に向けた助言を期
待しております。以上の理由により社外監査役の職務を適切に遂行できると判断いたしま
す。
(3)社外監査役との責任限定契約について
当社は、山口貴嗣氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度
額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、同氏との当該契約を継続
する予定であります。

４．山口貴嗣氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本
総会終結の時をもって４年となります。

　
以 上
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札幌駅

大丸 ステラプレイス
エスタ

ＪＲタワー

至小樽 新札幌

北５条

北４条

株主総会会場札幌国際ビル
三菱ＵＦＪ信託銀行

北洋銀行
ＡＮＡ 北海道銀行

みずほ銀行あおぞら銀行

地
下
鉄
南
北
線

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

　
　

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
　

会 場：札幌国際ビル８階
住 所：札幌市中央区北４条西４丁目１番
ＴＥＬ：011-520-8668

　
交通のご案内
① ＪＲ札幌駅より徒歩３分
② 地下鉄南北線札幌駅より徒歩２分（出口８番）

　

　


